
  Ｈ15 年度 Ｈ16 年度 Ｈ17 年度 Ｈ18 年度 Ｈ19 年度 H20 年度 Ｈ21 年度 

会議等開催状況 

・市民自治検討委員会

設立準備会設立(10 月) 

・「生駒の市民自治を考え

るシンポジウム」開催(9

月) 

・「生駒流市民自治を語る

会」開催(3 月) 

・市民自治検討プロジェク

トチーム設置(12 月) 

・市民自治検討委員会設置

(1 月) 

・市民自治検討委員会（3 回） 

・広報広聴部会(5 回) 

・地域コミュニティ部会(4 回) 

・調査部会(5 回) 

・市議会による市民自治に関

する勉強会(1 回) 

・シンポジウム開催(12 月) 

 

・市民自治検討委員会(3 回) 

・広報広聴部会(5 回) 

・地域コミュニティ部会(4

回) 

・調査部会(6 回) 

・市議会による市民自治に

関する勉強会(4 回) 

・市民自治に関するタウン

ミーティング(8 回) 

・市民自治検討委員会(1 回) 

・市議会による市民自治に関す

る勉強会(1 回) 

・市民自治推進会議設置(8 月) 

・「市民とともに創る協働のま

ちづくシンポジウム」開催(8

月) 

成果等   

・市民自治の創造に向け

て「中間報告書」を市長

に提出(7 月) 

 

・市民自治基本構想策定に

向けての調査報告及び提言

「最終提言書」を市長に提

出(5 月) 

・市民自治検討プロジェク

トチーム報告書」策定(3 月) 

  

・市民自治基本構想策定に係

る検討結果「最終提言書を市

長に提出(3 月) 

・自治基本条例案に対する

パブリックコメント及びア

ンケート実施(2～3 月) 

・自治基本条例案を市長に提出

(4 月) 

・市議会に自治基本所例案提出

し、全会一致で可決(6 月) 

・自治基本条例リーフレット全

戸配布(11 月) 

 
 
 
 
 
 

  H22 年度 H23 年度 H24 年度 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 H29 年度 H30 年度 H31 年度 H32 年度 

自治基本条例制定 

･改正等 

自治基本条例 

施行（4 月） 

  
    

自治基本条例 

見直し年度 

改正自治基本 

条例施行 

 

 

  
  

自治基本条例 

見直し年度 
  

市民自治推進委員 

委員会(※)開催状況 

  
  3 回 2 回 5 回 1 回 2 回 

 

 

    
  

主な案件     

・参画と協働の指

針案について 

・市民自治協議会

について 

・市民自治協議会

について 

・自治基本条例見

直しについて 

 

・自治基本条例見

直し作業 

 

・市民自治協議会

について 

・市民投票につい

て 

・市民自治協議会

について 

      

  

成果等 

・市民投票条例案

に対するパブリ

ックコメント実

施(11 月) 

・市民投票条例案

の提言書を市長

に提出(1 月) 

・参画と協働の指

針策定(3 月) 

・市民自治協議会

設立に向けて冊

子作成(8 月) 

・市民投票条例公

布(6 月) 

・自治基本条例検

証報告書を市長

に提出(１月) 

・自治基本条例改

正案上程(3 月) 

  

・市民自治協議会

認 定 要 綱 施 行 (4

月) 

・市民投票のしお

り冊子作成(１月) 

市民投票条例、 

市民投票条例施

行規則施行(4 月) 

      

1 期目委員任期     11 月 21 日 
 

 
11 月 20 日             

2 期目委員任期         1 月 20 日 
 

 
1 月 19 日         

3 期目委員任期               8 月 24 日 
 

 
8 月 23 日   

 

【自治基本条例制定前の取組】 

【自治基本条例制定後の取組】 

資料１ 

５年を超えない期間ごとに見直し ５年を超えない期間ごとに見直し 

(※)条例設置の附属機関にするまでは、

要綱設置の市民自治推進会議を H21.9

～H24.3 まで 17 回開催。 

主に市民投票条例案、参画と協働の指針

案、マイサポ制度の検討 

30 年度下半期～31 年度上旬まで 

5,6 回程度予定 

自治基本条例見直し作業 

市民投票内容審査(市民から市民投票請求あれば随時開催) 

見直しの結果、改正となれば 
9 月 or12 月議会へ上程 


